
ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書

記載事項 記載欄
情報基準日 2024年9月1日
大学名 千里金蘭大学
学長名 福嶌　敎偉

実施項目 遵守状況

1．自主性・自律性
　　（特色ある運営）の尊重

さまざまなステークホルダーに対し、教育、
研究等の目的を明確にし、理解を得るととも
に価値の向上を目指す。

1-1　建学の精神
・建学の精神・理念の明示
1-2　教育と研究の目的
・本学の建学の精神・理念に基づく教育目的等を明文化し、広く公表する。
・中期的な計画を策定し、推進、点検、改善を図りつつ実施し、その結果を内外に公表する。
1-3　私立大学の社会的責任等
・私立大学としての社会的責任等への対応

建学の精神・理念やそれに基づく教育目的の明示、また中期計画の策定及びその推進状況等は、
大学のホームページや学生ハンドブック等を通じて広くステークホルダーに公表し、透明性の確保に
努めている。
■千里金蘭大学ホームページ＞大学案内＞建学の精神
　　https://www.kinran.ac.jp/campus/history.html
■千里金蘭大学ホームページ＞大学案内＞教育方針
　　https://www.kinran.ac.jp/campus/policy.html
■令和5(2023)年度自己評価報告書
   https://www.kinran.ac.jp/campus/pdf_r3/hyouka.pdf
■学校法人金蘭会学園 令和5（2023）年度事業報告書
　　https://www.kinran.ac.jp/hojin/disclosure/pdf/r6/convention_report.pdf

 
2．学校法人運営の基本

経営の安定と継続を図り、大学の価値を向
上させるべく、その役割・責務を適切に果た
すための自律的なガバナンスを構築する。

2-1　理事会の役割
・理事会の役割や議決事項について、規程を整備し、公表する。
2-2　理事
・理事の責務や役割について規程を整備し、それに基づき適切に職務を遂行する。
2-3　監事
・監事の責務や役割について規程を整備し、それに基づき適切に職務を遂行する。
2-4　評議員会
2-5　評議員
・評議員会の諮問機関としての役割および評議員の選任について、規程を整備し、適切に運営する。

寄附行為等に基づき、年間の開催計画をもとに原則として定期的に理事会を開催し、理事の責務及
び役割を適切に遂行している。また、監事についても「監事・監査規程」に基づき、学園及び理事の業
務並びに財産の状況を監査するべく、理事会及び評議員会に出席し、適切に意見を述べている。さ
らに寄附行為の定めるところにより選任された評議員によって、評議員会を開催し、大学運営におい
て重要な事項に関しての諮問機関としての役割を果たしている。
■寄附行為
　　https://www.kinran.ac.jp/hojin/disclosure/pdf/contribution.pdf

3．教学ガバナンス

理事会及び理事長は、大学の目的を達成
するための各種政策の意思決定や、副学
長、学部長等の任命、教員採用等につい
て、学長の意向が十分に反映されるように
努める。

3-1　学長
・学長の責務および学長補佐としての副学長、学部長、研究科長の責任・権限を明確にした組織体制と
する。
3-2　教授会及び研究科委員会
・教授会及び研究科委員会の定期的な実施とその役割の確立。

・学則第1条及び大学院学則第1条に掲げる使命・目的を達成するため、学長は教学運営を統括し、
教職員を統督しており、責務を遂行している。また、令和6（2024）年8月30日現在、副学長を置いて
いないが、学部長及び研究科長が学長補佐として教学運営を補佐している。
・教授会及び研究科委員会を原則として月1回開催しており、教授会規程及び研究科委員会規程に
基づき、教育研究に関する重要な事項に関して審議し、学長が決定を行うにあたり意見を述べる機
関として適切に運営している。

4．公共性・信頼性

教育研究活動を通じて社会や地域に有為
な人材の育成を行うにあたり、学生等のス
テークホルダーはもとより、広く社会から信頼
され、支えられるに足る存在であり続けるた
めに、公共性と信頼性を担保する。

4-1　学生に対して
・学生に対して3つのポリシーの周知を図る。
4-2　教職員塔に対して
・教職協働で、教育・研究活動の組織的かつ効果的な管理・運営を行う。
4-3　社会に対して
・認証評価の受審や定期的な自己点検・評価を実施し、その結果を踏まえた改善改革のための計画を
策定する。
・教育・研究成果の社会への還元など、知の拠点としての役割を果たす。
4-4　危機管理及び法令遵守
・危機管理体制及び対応マニュアルの整備を行う。
・法令、寄附行為、学則、諸規程の遵守乃組織的に取り組むとともに、公益通報窓口を開設する。

・3つのポリシーについては、ホームページや学生ハンドブックを通じて、明確に提示している。
・教学マネジメント体制の確立や内部質保証の確保に向けたFD・SDを計画・実施した。
・学校教育法に基づき、平成29年度に受審した認証評価の結果を踏まえた学園中期計画の策定・
実行や、毎年度の自己点検・評価活動による教育の質保証に努めており、更なる教学マネジメントの
適切な実施に向け、内部質保証・IR推進委員会を再編し、体制を整備している。
・「危機管理規程」および「危機管理基本マニュアル」に基づき、大規模災害を想定した防災訓練や
危機対策会議を適宜開催するなど適切な対応を行っている。
・法令遵守の強化を図るため、「公益通報等に関する規程」に基づき、内部監査室にコンプライアンス
窓口を設置している。

5．透明性の確保

法人運営並びに教育・研究活動の公共性・
適正性を確保し、透明性を高める観点から
ステークホルダーへの説明責任を果たす。

5-1　情報公開の充実
・法令上の情報公表事項はもとより、自主的な情報公開にも努める。

・学校教育法施行規則や私立学校法等で定められている教育・研究に関する情報および学校法人
に関する諸情報について、大学及び学園のホームページを通じて公開しているほか、財産目録等の
書類を法人事務局に備え置いており、透明性の確保に向けて積極的な情報公開・発信を行ってい
る。
■千里金蘭大学ホームページ＞大学案内＞情報公開＞教育情報の公表
　　https://www.kinran.ac.jp/campus/public_info.html
■金蘭会学園ホームページ＞情報公開
　　https://www.kinran.ac.jp/hojin/disclosure/

基本原則


